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衆
議
院
議
員
三
日
月
大
造
君
提
出
「
道
路
特
定
財
源
等
に
関
す
る
基
本
方
針
」
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

�
の
�
か
ら
�
ま
で
に
つ
い
て

道
路
整
備
特
別
会
計
か
ら
公
益
法
人
に
支
出
さ
れ
た
委
託
経
費
、
道
路
整
備
事
業
を
遂
行
す
る
上
で
支
出
さ
れ
た
広
報
広

聴
経
費
、
職
員
の
福
利
厚
生
等
の
た
め
の
経
費
等
に
係
る
無
駄
遣
い
が
国
会
等
に
お
い
て
指
摘
さ
れ
た
た
め
、
国
土
交
通
省

に
設
置
さ
れ
た
「
道
路
関
係
業
務
の
執
行
の
あ
り
方
改
革
本
部
」
（
以
下
「
改
革
本
部
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
、
平
成
十

八
年
度
に
道
路
整
備
特
別
会
計
か
ら
支
出
さ
れ
た
経
費
の
う
ち
、
平
成
十
八
年
度
に
お
い
て
道
路
整
備
特
別
会
計
か
ら
一
件

当
た
り
五
百
万
円
以
上
の
業
務
等
の
費
用
が
支
出
さ
れ
た
国
土
交
通
省
所
管
の
五
十
の
公
益
法
人
へ
の
調
査
研
究
等
を
行
う

た
め
の
委
託
経
費
約
六
百
七
十
三
億
円
、
道
路
整
備
事
業
を
遂
行
す
る
上
で
支
出
さ
れ
た
広
報
広
聴
経
費
約
九
十
八
億
円
、

職
員
の
福
利
厚
生
等
の
た
め
の
経
費
（
健
康
診
断
及
び
永
年
勤
続
等
表
彰
に
係
る
経
費
を
除
く
。
）
約
三
千
百
三
十
六
万
円

な
ど
に
つ
い
て
点
検
を
行
い
、
平
成
二
十
年
四
月
十
七
日
に
最
終
報
告
書
を
取
り
ま
と
め
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

「
道
路
特
定
財
源
等
に
関
す
る
基
本
方
針
」
（
平
成
二
十
年
五
月
十
三
日
閣
議
決
定
。
以
下
「
基
本
方
針
」
と
い
う
。
）

に
お
い
て
は
、
「
道
路
関
連
公
益
法
人
や
道
路
整
備
関
係
の
特
別
会
計
関
連
支
出
の
無
駄
を
徹
底
的
に
排
除
す
る
」
と
し
て

い
る
が
、
こ
れ
は
、
改
革
本
部
が
取
り
ま
と
め
た
最
終
報
告
書
を
踏
ま
え
、
国
土
交
通
省
に
お
い
て
、
今
後
は
、
こ
れ
ら
の

一



経
費
等
の
支
出
に
際
し
、
国
民
の
目
線
か
ら
見
て
、
道
路
整
備
事
業
を
遂
行
す
る
た
め
に
必
要
か
、
効
果
が
十
分
に
発
揮
さ

れ
る
か
、
支
出
し
よ
う
と
す
る
額
は
適
正
か
と
い
っ
た
視
点
か
ら
判
断
し
、
不
適
切
な
支
出
は
行
わ
な
い
こ
と
と
す
る
趣
旨

で
あ
る
。

ま
た
、
基
本
方
針
に
お
い
て
は
、
「
政
府
全
体
で
、
行
政
と
密
接
な
関
係
に
あ
る
公
益
法
人
に
つ
い
て
、
六
月
末
ま
で
に

集
中
点
検
を
実
施
し
、
支
出
の
無
駄
を
徹
底
的
に
是
正
す
る
」
と
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
、
国
か
ら
の
支
出
に
依
存
す
る
公

益
法
人
等
の
行
政
と
密
接
な
関
係
に
あ
る
公
益
法
人
へ
の
支
出
に
つ
い
て
、
事
務
事
業
に
係
る
支
出
の
必
要
性
や
随
意
契
約

の
見
直
し
等
競
争
的
な
契
約
方
式
へ
の
移
行
の
可
能
性
等
に
つ
い
て
改
め
て
見
直
す
こ
と
と
し
、
六
月
末
ま
で
に
右
に
述
べ

た
道
路
整
備
特
別
会
計
か
ら
の
支
出
に
関
し
て
指
摘
さ
れ
た
無
駄
と
同
様
の
無
駄
の
有
無
に
つ
い
て
、
各
府
省
が
集
中
点
検

を
実
施
し
、
無
駄
が
あ
れ
ば
そ
れ
を
是
正
す
る
と
の
趣
旨
で
あ
る
。

�
の
�
の
�
に
つ
い
て

改
革
本
部
に
お
け
る
検
討
に
お
い
て
、
国
土
交
通
省
が
道
路
整
備
特
別
会
計
か
ら
の
使
途
と
し
て
、
今
後
、
支
出
し
な
い

こ
と
と
し
た
も
の
は
、
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
た
め
の
経
費
、
健
康
・
運
動
器
具
の
購
入
に
係
る
経
費
及
び
道
路
ミ
ュ
ー
ジ

カ
ル
の
上
演
に
係
る
経
費
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
経
費
に
係
る
平
成
十
八
年
度
の
支
出
額
は
、
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
た
め
の

二



経
費
が
約
十
五
万
円
、
道
路
ミ
ュ
ー
ジ
カ
ル
の
上
演
に
係
る
経
費
が
約
五
千
五
百
万
円
で
あ
り
、
健
康
・
運
動
器
具
の
購
入

に
係
る
支
出
実
績
は
な
い
。

な
お
、
今
後
、
道
路
整
備
関
係
の
特
別
会
計
関
連
支
出
に
つ
い
て
、
国
民
の
目
線
か
ら
見
て
、
道
路
整
備
事
業
を
遂
行
す

る
た
め
に
必
要
か
、
効
果
が
十
分
に
発
揮
さ
れ
る
か
、
支
出
し
よ
う
と
す
る
額
は
適
正
か
と
い
っ
た
視
点
か
ら
判
断
し
、
不

適
切
な
支
出
は
行
わ
な
い
こ
と
と
し
て
ま
い
り
た
い
。

�
の
�
の
�
に
つ
い
て

国
土
交
通
省
と
し
て
は
、
改
革
本
部
が
取
り
ま
と
め
た
最
終
報
告
書
を
踏
ま
え
、
道
路
関
係
公
益
法
人
（
平
成
二
十
年
度

か
ら
社
会
資
本
整
備
事
業
特
別
会
計
道
路
整
備
勘
定
か
ら
の
支
出
を
取
り
や
め
る
も
の
を
除
く
。
）
間
で
の
国
家
公
務
員
を

退
職
し
た
者
の
役
員
の
兼
職
は
、
常
勤
又
は
非
常
勤
を
問
わ
ず
、
平
成
二
十
一
年
度
ま
で
に
解
消
す
る
よ
う
、
平
成
二
十
年

四
月
十
八
日
付
け
で
道
路
関
係
公
益
法
人
（
平
成
二
十
年
度
か
ら
社
会
資
本
整
備
事
業
特
別
会
計
道
路
整
備
勘
定
か
ら
の
支

出
を
取
り
や
め
る
も
の
を
除
く
。
）
に
対
し
要
請
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

�
の
�
の
�
に
つ
い
て

基
本
方
針
の
「
道
路
関
連
公
益
法
人
や
道
路
整
備
関
係
の
特
別
会
計
関
連
支
出
の
無
駄
を
徹
底
的
に
排
除
す
る
」
は
、
改
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革
本
部
が
取
り
ま
と
め
た
最
終
報
告
書
の
内
容
を
踏
ま
え
、
閣
議
決
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

�
の
�
に
つ
い
て

御
指
摘
の
「
天
下
り
」
と
は
、
一
般
的
に
は
各
府
省
で
退
職
後
の
幹
部
職
員
を
企
業
、
団
体
等
に
再
就
職
さ
せ
る
こ
と
を

い
う
も
の
と
考
え
て
お
り
、
ま
た
、
お
尋
ね
の
「
関
連
す
る
法
人
」
が
何
を
指
す
の
か
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
政

府
と
し
て
は
、
独
立
行
政
法
人
、
特
殊
法
人
、
認
可
法
人
等
の
役
員
に
就
い
て
い
る
退
職
国
家
公
務
員
（
本
府
省
の
課
長
・

企
画
官
相
当
職
以
上
で
退
職
し
た
者
を
い
う
。
た
だ
し
、
国
立
大
学
・
国
立
高
等
専
門
学
校
の
学
長
そ
の
他
の
教
官
等
、
退

職
後
十
年
以
上
民
間
会
社
等
の
役
職
員
歴
の
あ
る
者
並
び
に
退
職
後
五
年
以
上
当
該
法
人
等
の
職
員
歴
の
あ
る
者
及
び
役
員

出
向
者
を
除
く
。
）
の
数
及
び
国
所
管
の
公
益
法
人
の
理
事
に
就
い
て
い
る
国
家
公
務
員
出
身
者
（
国
の
行
政
機
関
に
お
い

て
常
勤
の
職
員
と
し
て
職
務
に
従
事
し
た
者
を
い
う
。
た
だ
し
、
専
ら
教
育
、
研
究
、
医
療
に
従
事
し
た
者
及
び
当
該
官
庁

に
お
け
る
勤
務
が
一
時
的
（
原
則
と
し
て
、
任
期
の
定
め
の
あ
る
場
合
は
一
期
、
任
期
の
定
め
の
な
い
場
合
は
三
年
程
度
以

下
）
で
あ
っ
た
者
は
除
く
。
）
の
数
を
毎
年
調
査
し
、
公
表
し
て
い
る
。

ま
た
、
国
家
公
務
員
の
再
就
職
に
つ
い
て
は
、
平
成
十
九
年
六
月
に
成
立
し
た
国
家
公
務
員
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
（
平
成
十
九
年
法
律
第
百
八
号
）
に
お
い
て
、
各
府
省
の
再
就
職
あ
っ
せ
ん
を
全
面
的
に
禁
止
し
、
中
立
か
つ
透
明
な
仕
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組
み
に
よ
る
官
民
人
材
交
流
セ
ン
タ
ー
に
再
就
職
あ
っ
せ
ん
を
一
元
化
す
る
こ
と
等
と
し
て
お
り
、
政
府
と
し
て
は
、
こ
れ

ら
の
措
置
に
よ
り
退
職
管
理
の
適
正
化
を
進
め
、
い
わ
ゆ
る
天
下
り
問
題
を
根
絶
し
て
い
く
考
え
で
あ
る
。

�
の
�
に
つ
い
て

基
本
方
針
に
お
い
て
は
、
「
道
路
特
定
財
源
制
度
は
今
年
の
税
制
抜
本
改
革
時
に
廃
止
し
二
十
一
年
度
か
ら
一
般
財
源
化

す
る
」
こ
と
及
び
「
一
般
財
源
化
の
法
改
正
に
よ
り
、
道
路
整
備
費
の
財
源
等
の
特
例
に
関
す
る
法
律
案
に
お
け
る
道
路
特

定
財
源
制
度
の
規
定
は
二
十
一
年
度
か
ら
適
用
さ
れ
な
い
こ
と
」
と
し
て
お
り
、
道
路
整
備
費
の
財
源
等
の
特
例
に
関
す
る

法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
年
法
律
第
三
十
一
号
）
に
よ
る
改
正
後
の
道
路
整
備
事
業
に
係
る
国
の
財
政
上

の
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
三
十
四
号
）
に
つ
い
て
、
適
切
な
時
期
に
必
要
な
改
正
が
な
さ
れ
る

も
の
と
考
え
て
お
り
、
矛
盾
は
生
じ
な
い
も
の
と
考
え
て
い
る
。

�
の
�
に
つ
い
て

道
路
特
定
財
源
の
暫
定
税
率
の
在
り
方
に
つ
い
て
は
、
基
本
方
針
に
お
い
て
、
「
暫
定
税
率
分
も
含
め
た
税
率
は
、
環
境

問
題
へ
の
国
際
的
な
取
組
み
、
地
方
の
道
路
整
備
の
必
要
性
、
国
・
地
方
の
厳
し
い
財
政
状
況
等
を
踏
ま
え
て
、
今
年
の
税

制
抜
本
改
革
時
に
検
討
す
る
」
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
御
指
摘
の
「
受
益
者
負
担
」
の
観
点
も
含
め
、
検
討
し
て
ま

五



い
り
た
い
。

�
の
�
に
つ
い
て

今
年
取
り
組
む
こ
と
と
し
て
い
る
税
制
抜
本
改
革
に
お
い
て
は
、
我
が
国
に
お
け
る
所
得
、
消
費
、
資
産
等
に
係
る
税
制

全
般
に
つ
い
て
検
討
を
行
う
必
要
が
あ
る
と
考
え
て
い
る
が
、
そ
の
具
体
的
内
容
に
つ
い
て
、
現
時
点
で
確
た
る
こ
と
を
申

し
上
げ
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

�
の
�
の
�
並
び
に
�
の
ア
及
び
イ
に
つ
い
て

一
般
財
源
化
に
つ
い
て
は
、
一
般
に
、
特
定
の
費
用
に
限
定
す
る
こ
と
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
る
財
源
の
使
途
に
つ
い
て
、

そ
の
義
務
付
け
を
行
わ
な
い
こ
と
と
承
知
し
て
い
る
が
、
基
本
方
針
に
お
い
て
、
「
道
路
特
定
財
源
制
度
は
今
年
の
税
制
抜

本
改
革
時
に
廃
止
し
二
十
一
年
度
か
ら
一
般
財
源
化
す
る
」
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
地
方
分
も
含
め
、
そ
の
具
体
的

内
容
に
つ
い
て
は
、
今
年
の
税
制
抜
本
改
革
時
に
検
討
す
べ
き
課
題
と
認
識
し
て
い
る
。

�
の
�
の
�
の
ウ
に
つ
い
て

基
本
方
針
の
「
影
響
」
と
は
、
必
要
な
税
財
源
が
確
保
さ
れ
な
く
な
る
こ
と
を
想
定
し
て
い
る
。

�
の
�
の
�
の
エ
に
つ
い
て
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地
方
道
路
整
備
臨
時
交
付
金
及
び
地
方
道
路
整
備
臨
時
貸
付
金
は
、
地
方
公
共
団
体
に
お
け
る
厳
し
い
財
政
状
況
の
も
と

必
要
な
道
路
整
備
を
進
め
て
い
く
上
で
、
必
要
な
制
度
で
あ
る
と
認
識
し
て
い
る
が
、
そ
の
具
体
の
取
扱
い
に
つ
い
て
は
、

今
後
、
議
論
が
な
さ
れ
る
も
の
と
考
え
て
い
る
。

�
の
�
に
つ
い
て

道
路
事
業
の
実
施
に
当
た
っ
て
、
そ
の
必
要
性
に
つ
い
て
は
、
一
般
に
、
道
路
事
業
を
実
施
す
る
者
等
が
、
地
方
公
共
団

体
の
意
向
等
を
踏
ま
え
、
費
用
便
益
分
析
等
に
よ
り
事
業
評
価
を
行
う
な
ど
、
総
合
的
に
判
断
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
が
、

基
本
方
針
の
「
必
要
と
判
断
さ
れ
る
道
路
」
に
つ
い
て
は
、
新
た
な
交
通
需
要
推
計
や
事
業
評
価
手
法
の
見
直
し
等
を
踏
ま

え
た
総
合
的
な
判
断
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

�
の
�
に
つ
い
て

基
本
方
針
に
お
い
て
は
、
「
一
般
財
源
化
の
法
改
正
に
よ
り
、
道
路
整
備
費
の
財
源
等
の
特
例
に
関
す
る
法
律
案
に
お
け

る
道
路
特
定
財
源
制
度
の
規
定
は
二
十
一
年
度
か
ら
適
用
さ
れ
な
い
こ
と
」
と
し
て
お
り
、
適
切
な
時
期
に
必
要
な
法
律
の

改
正
が
な
さ
れ
る
も
の
と
考
え
て
い
る
。

�
の
�
に
つ
い
て
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基
本
方
針
に
お
け
る
「
道
路
特
定
財
源
制
度
の
規
定
」
と
は
、
道
路
整
備
事
業
に
係
る
国
の
財
政
上
の
特
別
措
置
に
関
す

る
法
律
第
三
条
を
指
す
も
の
で
あ
る
と
認
識
し
て
い
る
。

�
の
�
及
び
�
に
つ
い
て

昭
和
四
十
九
年
に
導
入
さ
れ
た
暫
定
税
率
の
設
定
に
よ
り
、
我
が
国
の
道
路
は
近
年
相
当
程
度
整
備
が
進
ん
で
き
た
も
の

と
考
え
て
お
り
、
ま
た
、
先
般
成
立
し
た
所
得
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
年
法
律
第
二
十
三
号
）
等
に

お
い
て
は
、
真
に
必
要
な
道
路
整
備
の
計
画
的
な
推
進
等
の
観
点
か
ら
十
年
間
暫
定
税
率
の
水
準
を
維
持
す
る
こ
と
と
さ
れ

た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
ま
た
、
暫
定
税
率
の
在
り
方
に
つ
い
て
は
、
基
本
方
針
に
お
い
て
は
、
「
暫
定
税
率
分
も
含
め
た
税
率

は
、
環
境
問
題
へ
の
国
際
的
な
取
組
み
、
地
方
の
道
路
整
備
の
必
要
性
、
国
・
地
方
の
厳
し
い
財
政
状
況
等
を
踏
ま
え
て
、

今
年
の
税
制
抜
本
改
革
時
に
検
討
す
る
」
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
そ
の
具
体
的
内
容
に
つ
い
て
、
現
時
点
で
確
た
る

こ
と
を
申
し
上
げ
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

�
の
�
に
つ
い
て

所
得
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
等
が
先
般
成
立
し
、
暫
定
税
率
が
維
持
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
国
民
生
活
や
地
域

経
済
の
様
々
な
混
乱
及
び
影
響
が
解
消
さ
れ
た
も
の
と
考
え
て
お
り
、
暫
定
税
率
を
維
持
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
国
民
の
理

八



解
と
協
力
を
得
ら
れ
る
よ
う
、
説
明
に
努
め
て
ま
い
り
た
い
。

�
の
�
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
道
路
の
中
期
計
画
を
「
五
年
」
と
し
た
根
拠
」
に
つ
い
て
は
、
平
成
十
九
年
十
二
月
七
日
に
政
府
・
与
党
で

合
意
し
、
取
り
ま
と
め
た
「
道
路
特
定
財
源
の
見
直
し
に
つ
い
て
」
に
お
い
て
、
今
後
十
年
間
を
見
据
え
た
道
路
の
中
期
計

画
を
策
定
す
る
こ
と
が
示
さ
れ
た
が
、
人
口
減
少
社
会
の
進
展
等
将
来
を
見
通
す
こ
と
が
ま
す
ま
す
困
難
な
時
代
と
な
る
中

で
、
こ
れ
ま
で
の
国
会
審
議
等
に
お
け
る
議
論
を
踏
ま
え
、
計
画
期
間
を
五
年
と
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

�
の
�
に
つ
い
て

基
本
方
針
の
「
最
新
の
需
要
推
計
」
と
は
、
平
成
十
七
年
の
道
路
交
通
セ
ン
サ
ス
や
新
た
な
人
口
推
計
に
基
づ
い
た
推
計

値
の
こ
と
を
指
し
て
お
り
、
今
年
秋
ま
で
に
取
り
ま
と
め
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

�
の
�
及
び
�
に
つ
い
て

基
本
方
針
の
「
新
た
な
整
備
計
画
」
と
当
該
計
画
の
平
成
二
十
年
度
予
算
の
執
行
へ
の
反
映
に
つ
い
て
は
、
基
本
方
針
に

基
づ
き
、
道
路
特
定
財
源
等
に
関
す
る
関
係
閣
僚
会
議
で
の
議
論
等
を
踏
ま
え
、
今
後
検
討
し
て
い
く
も
の
で
あ
り
、
現
時

点
で
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

九



�
の
�
に
つ
い
て

政
府
に
お
い
て
は
、
現
在
、
平
成
二
十
年
度
か
ら
平
成
二
十
四
年
度
ま
で
を
計
画
期
間
と
し
、
道
路
、
空
港
、
治
水
等
の

九
つ
の
事
業
分
野
別
の
計
画
を
一
本
化
し
た
第
二
期
の
社
会
資
本
整
備
重
点
計
画
を
策
定
中
で
あ
る
。
同
計
画
の
策
定
に
当

た
り
、
御
指
摘
の
「
空
港
・
鉄
道
・
港
湾
等
の
社
会
資
本
整
備
の
あ
り
方
」
に
つ
い
て
も
、
総
合
的
な
交
通
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

の
形
成
等
の
観
点
か
ら
、
十
分
に
検
討
し
て
ま
い
り
た
い
。

な
お
、
こ
れ
ら
の
社
会
資
本
整
備
に
つ
い
て
は
、
毎
年
度
、
予
算
の
範
囲
内
に
お
い
て
行
わ
れ
る
こ
と
と
な
る
。

�
の
�
に
つ
い
て

基
本
方
針
の
「
暫
定
税
率
の
失
効
期
間
中
の
地
方
の
減
収
」
の
規
模
に
つ
い
て
は
、
現
時
点
で
は
、
軽
油
引
取
税
等
の
地

方
税
の
減
収
額
が
判
明
し
て
い
な
い
こ
と
等
か
ら
、
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

�
の
�
に
つ
い
て

基
本
方
針
の
「
支
障
」
と
は
、
地
方
公
共
団
体
に
お
い
て
、
暫
定
税
率
の
失
効
期
間
中
の
地
方
税
及
び
地
方
譲
与
税
の
減

収
に
よ
り
財
源
が
確
保
さ
れ
な
く
な
る
こ
と
で
あ
る
。

�
の
�
に
つ
い
て

一
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基
本
方
針
の
「
財
源
措
置
」
の
具
体
的
な
内
容
に
つ
い
て
は
、
今
後
、
検
討
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

�
の
�
に
つ
い
て

今
後
、
地
方
公
共
団
体
と
の
意
見
交
換
等
に
よ
り
、
地
方
の
意
見
に
も
十
分
に
配
慮
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

�
に
つ
い
て

道
路
特
定
財
源
等
に
関
す
る
関
係
閣
僚
会
議
は
、
基
本
方
針
の
具
体
化
を
進
め
る
た
め
に
随
時
開
催
す
る
こ
と
と
さ
れ
て

い
る
。
会
議
の
構
成
員
は
、
内
閣
総
理
大
臣
、
総
務
大
臣
、
財
務
大
臣
、
経
済
産
業
大
臣
、
国
土
交
通
大
臣
及
び
内
閣
官
房

長
官
で
あ
り
、
必
要
に
応
じ
、
関
係
者
の
出
席
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。

今
後
は
、
与
党
や
与
野
党
間
の
協
議
の
状
況
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
必
要
に
応
じ
て
開
催
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

�
の
�
に
つ
い
て

道
路
整
備
を
始
め
と
す
る
社
会
資
本
整
備
に
要
す
る
費
用
の
経
理
に
つ
い
て
は
、
国
か
ら
の
資
金
の
み
な
ら
ず
、
地
方
公

共
団
体
か
ら
の
負
担
金
等
も
含
め
た
歳
入
に
つ
い
て
、
そ
の
歳
入
と
歳
出
の
対
応
関
係
を
明
確
化
す
る
と
と
も
に
、
事
業
全

体
の
コ
ス
ト
と
成
果
を
明
確
化
す
る
た
め
、
特
別
会
計
を
設
け
て
区
分
経
理
を
行
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
の
た
め
、

一
般
財
源
化
に
伴
い
、
当
然
に
区
分
経
理
を
行
わ
な
い
こ
と
と
す
べ
き
も
の
と
は
考
え
て
い
な
い
。

一
一



�
の
�
に
つ
い
て

お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
与
野
党
協
議
会
の
設
置
に
係
る
事
項
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
閣
議
決
定
で
あ
る
基
本
方
針
に
盛
り
込

ま
れ
て
い
な
い
も
の
で
あ
る
。

一
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